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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースバンド信号処理部を備えた受信装置であって、
　前記ベースバンド信号処理部は、
　受信信号の受信周波数特性を解析し、前記受信信号に含まれる１つ以上の所望信号の搬
送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心周波数を検出する中心周波数検出手段と
、
　前記中心周波数検出手段によって検出された前記中心周波数と同一の周波数を有する無
変調信号の時間的に連続した第１の周波数特性を基準信号として１つ以上生成する基準信
号生成手段と、
　前記基準信号生成手段によって前記基準信号を生成する際に利用した解析方法と同一の
解析方法を用いて前記受信信号から時間的に連続した第２の周波数特性を解析し、前記第
２の周波数特性の各時点における前記中心周波数上の前記受信信号の電力成分および位相
成分の一方もしくは両方を前記所望信号の特徴量として抽出する特徴量抽出手段と、
　前記基準信号生成手段によって生成された前記基準信号としての前記第１の周波数特性
の各時点における、前記中心周波数上の前記基準信号の電力成分および位相成分の一方も
しくは両方が、前記特徴量抽出手段によって抽出された前記特徴量と一致するように、該
基準信号の時間的に連続した前記第１の周波数特性を制御することで、
前記第１の周波数特性を前記所望信号に応じた少なくとも１つの復元信号として、前記所
望信号を復元する所望信号復元手段を具備し、



(2) JP 5020275 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

　異なる複数の無線システムの信号を１つ以上含んだ受信信号から１つ以上の所望信号を
復元することを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　ベースバンド信号処理部を備えた受信装置であって、
　前記ベースバンド信号処理部は、
　受信信号の受信周波数特性を解析し、前記受信信号に含まれる１つ以上の所望信号の搬
送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心周波数を検出する中心周波数検出手段と
、
　前記中心周波数検出手段によって検出された前記中心周波数と同一の周波数を有する無
変調信号の時間的に連続した第１の周波数特性を基準信号として１つ以上生成する基準信
号生成手段と、
　前記基準信号生成手段によって前記基準信号を生成する際に利用した解析方法と同一の
解析方法を用いて前記受信信号から時間的に連続した第２の周波数特性を解析し、前記第
２の周波数特性の各時点における前記中心周波数上の前記受信信号の電力成分および位相
成分の一方もしくは両方と、前記基準信号生成手段によって生成された前記基準信号の時
間的に連続した前記第１の周波数特性とを利用して、１つ以上の前記中心周波数に対して
互いに独立した電力成分および位相成分の一方もしくは両方を算出し、算出された前記電
力成分および前記位相成分の一方もしくは両方を１つ以上の所望信号の特徴量として抽出
する特徴量抽出手段と、
　前記基準信号生成手段によって生成された前記基準信号としての前記第１の周波数特性
の各時点における、前記中心周波数上の前記基準信号の電力成分および位相成分の一方も
しくは両方が、前記特徴量抽出手段によって抽出された前記特徴量と一致するように、該
基準信号の時間的に連続した前記第１の周波数特性を制御することで、前記第１の周波数
特性を前記所望信号に応じた少なくとも１つの復元信号として、前記所望信号を復元する
所望信号復元手段を具備し、
　異なる複数の無線システムの信号を１つ以上含んだ受信信号から１つ以上の所望信号を
復元することを特徴とする受信装置。
【請求項３】
　前記基準信号生成手段は、
　前記中心周波数と同一の周波数の無変調信号の位相をシフトさせて複数の基準信号を生
成し、
　前記所望信号復元手段は、
　各時点における前記中心周波数上の前記基準信号の電力成分及び位相成分の一方もしく
は両方が、前記特徴量抽出手段によって抽出された前記特徴量と一致するように、前記基
準信号の時間的に連続した前記第１の周波数特性を制御する際に、各時点において前記複
数の基準信号の中から前記特徴量の位相成分と最も相関の高い位相成分を持つ前記基準信
号を選択し、選択された前記基準信号の電力成分を制御することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の受信装置。
【請求項４】
　受信信号から１つ以上の所望信号を復元するベースバンド信号の処理方法であって、
　前記受信信号の受信周波数特性を解析し、前記受信信号に含まれる１つ以上の前記所望
信号の搬送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心周波数を検出するステップと、
　前記検出した前記中心周波数と同一の周波数を有する無変調信号の時間的に連続した第
１の周波数特性を基準信号として１つ以上生成するステップと、
　前記基準信号を生成した同一の解析方法を用いて前記受信信号から時間的に連続した第
２の周波数特性を解析するステップと、
　前記第２の周波数特性の各時点における前記中心周波数上の前記受信信号の電力成分お
よび位相成分の一方もしくは両方を前記所望信号の特徴量として抽出するステップと、
　前記第１の周波数特性の各時点における、前記中心周波数上の前記基準信号の電力成分
および位相成分の一方もしくは両方が、前記特徴量と一致するように、該基準信号の時間
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的に連続した前記第１の周波数特性を制御することで、前記第１の周波数特性を前記所望
信号に応じた少なくとも１つの復元信号として、前記所望信号を復元するステップと
　を含むことを特徴とするベースバンド信号の処理方法。
【請求項５】
　受信信号から１つ以上の所望信号を復元するベースバンド信号の処理方法であって、
　前記受信信号の受信周波数特性を解析し、前記受信信号に含まれる１つ以上の前記所望
信号の搬送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心周波数を検出するステップと、
　前記検出した前記中心周波数と同一の周波数を有する無変調信号の時間的に連続した第
１の周波数特性を基準信号として１つ以上生成するステップと、
　前記基準信号を生成した同一の解析方法を用いて前記受信信号から時間的に連続した第
２の周波数特性を解析するステップと、
　前記第２の周波数特性の各時点における前記中心周波数上の前記受信信号の電力成分、
及び位相成分の一方もしくは両方と、前記基準信号の時間的に連続した前記第１の周波数
特性とを利用して、１つ以上の前記中心周波数に対して互いに独立した電力成分および位
相成分の一方もしくは両方を算出し、算出された前記電力成分および前記位相成分の一方
もしくは両方を１つ以上の所望信号の特徴量として抽出するステップと、
　前記第１の周波数特性の各時点における前記中心周波数上の前記基準信号の電力成分お
よび位相成分の一方もしくは両方が、前記特徴量と一致するように、前記基準信号の時間
的に連続した前記第１の周波数特性を制御することで、前記第１の周波数特性を前記所望
信号に応じた少なくとも１つの復元信号として、前記所望信号を復元するステップと
　を含むことを特徴とするベースバンド信号の処理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異なる複数の無線システムの所望信号を１つ以上含む受信信号から、所望信
号に重畳する雑音または干渉を除去し、所望信号を復元する受信装置に関するもので、特
に、ソフトウェア受信機に利用されるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、１台で異なる複数の無線システムに対応する受信装置として、各無線システムの
専用ハードウェアを個別に備えたマルチモード受信機とＡＤ（Ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ）変換後のデジタル信号に対してソフトウェアによるデジタル信号処理手段を
用いて各無線システムに対応する受信処理を行うソフトウェア受信機がある。無線システ
ムの高度化、多様化に対して、前者は、ハードウェアの交換や追加を行うで対応すること
になるが、後者は、ハードウェアの構成を変更せずに比較的容易なソフトウェアの変更や
追加を行うことで、対応することができるため、拡張性、適応性、経済性等の観点から、
ソフトウェア受信機が注目されている。
【０００３】
　従来のソフトウェア受信機の構成の一例を図９に示す。図９に示すソフトウェア受信機
は、アンテナ１０から受信された信号をＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部１１
でベースバンド信号に変換し、ＢＰＦ（Ｂａｎｄ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）１２で帯域
制限される。帯域制限されたベースバンド信号が、ＢＰＦ１２からＡＤ変換部１３に出力
されると、ＡＤ変換部１３によってデジタル信号に変換され、デジタル信号処理部１４に
出力される。デジタル信号処理部１４は、ソフトウェアによるデジタル信号処理手段を備
えており、入力されたデジタル信号に応じて、無線システムに対応する受信処理を行う。
【０００４】
　この従来のソフトウェア受信機では、キャリア周波数、変調方式、占有帯域幅等が異な
る複数の無線システムに対応するためにできる限り広い帯域幅で受信する必要があるが、
広帯域に受信すると白色雑音の影響が強くなり、また、複数の信号を同時に受信した場合
、近隣周波数の信号から大きく影響を受けてしまう。このため、ＢＰＦにより適切に通過
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帯域を制限することが重要であり、要求されている。
【０００５】
　例えば、周波数変換や通過帯域の異なる複数のフィルタを用いて信号の占有帯域幅に応
じた適切な帯域制限が可能で、かつ近隣周波数の干渉信号の影響を受けにくいソフトウェ
ア受信機がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、ＢＰＦをソフトウェアによりフィルタ係数を設定し、通過帯域を制御するデジタ
ルフィルタで構成し、ＢＰＦによる帯域制限をＡＤ変換後のデジタル信号に対して行うソ
フトウェア受信機がある（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１５２０７１号公報
【特許文献２】特開２００３－２９８４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来技術では、信号帯域幅に合わせてＢＰＦの通過帯域を適切に調整す
ることにより、調整後の通過帯域外の雑音や干渉信号は除去できるが、通過帯域内の雑音
や干渉から影響を受けるという問題がある。
【０００９】
　また、対応する無線システムの種類が多くなるほど、あらかじめ用意するＢＰＦの数や
切り替え処理等が増加し、特に未知の無線システムの信号に対しては、柔軟な対応が難し
いという問題がある。
【００１０】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、所望信号の占
有帯域内に存在する雑音や干渉を除去することにより受信特性を向上することができ、キ
ャリア周波数、変調方式、占有帯域幅等が異なる様々な無線システムの所望信号に対して
柔軟に対応できる受信装置及びベースバンド信号の処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の課題を解決するために、本発明は、ベースバンド信号処理部を備えた受信装置で
あって、前記ベースバンド信号処理部が、受信信号の受信周波数特性を解析し、前記受信
信号に含まれる１つ以上の所望信号の搬送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心
周波数を検出する中心周波数検出手段と、前記中心周波数検出手段によって検出された前
記中心周波数と同一の周波数を有する無変調信号の時間的に連続した第１の周波数特性を
基準信号として１つ以上生成する基準信号生成手段と、前記基準信号生成手段によって前
記基準信号を生成する際に利用した解析方法と同一の解析方法を用いて前記受信信号から
時間的に連続した第２の周波数特性を解析し、前記第２の周波数特性の各時点における前
記中心周波数上の前記受信信号の電力成分および位相成分の一方もしくは両方を前記所望
信号の特徴量として抽出する特徴量抽出手段と、前記基準信号生成手段によって生成され
た前記基準信号としての前記第１の周波数特性の各時点における、前記中心周波数上の前
記基準信号の電力成分および位相成分の一方もしくは両方が、前記特徴量抽出手段によっ
て抽出された前記特徴量と一致するように、該基準信号の時間的に連続した前記第１の周
波数特性を制御することで、前記第１の周波数特性を前記所望信号に応じた少なくとも１
つの復元信号として、前記所望信号を復元する所望信号復元手段を具備し、異なる複数の
無線システムの信号を１つ以上含んだ受信信号から１つ以上の所望信号を復元することを
特徴とする。
　また、本発明に係るベースバンド信号処理部を備えた受信装置であって、前記ベースバ
ンド信号処理部は、受信信号の受信周波数特性を解析し、前記受信信号に含まれる少なく
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とも１つの所望信号の中心周波数を検出する中心周波数検出部と、前記中心周波数検出部
によって検出する少なくとも１つの前記中心周波数に基づき、前記各中心周波数と同一の
周波数を有する無変調信号を時間的に連続させた第１の周波数特性を少なくとも１つ生成
し、前記第１の周波数特性を基準信号として出力する基準信号生成部と、前記受信信号を
時間的に連続させた第２の周波数特性を生成し、前記第２の周波数特性の各時点において
、前記中心周波数検出部によって検出された前記中心周波数に対応する電力成分および位
相成分のうち少なくとも一方を前記所望信号の特徴量として抽出する特徴量抽出部と、前
記基準信号生成部によって生成された第１の周波数特性の各時点において、前記受信信号
に基づき前記中心周波数検出部によって検出された前記中心周波数に対応する電力成分お
よび位相成分のうち少なくとも一方を前記基準信号の特徴量として抽出し、前記基準信号
の特徴量が、前記所望信号の特徴量と一致する前記所望信号の復元信号を生成する所望信
号復元部と、を具備し、異なる複数の無線システムの信号を１つ以上含んだ受信信号から
１つ以上の前記所望信号を復元することを特徴とする。
【００１２】
　さらに、本発明は、ベースバンド信号処理部を備えた受信装置であって、前記ベースバ
ンド信号処理部が、受信信号の受信周波数特性を解析し、前記受信信号に含まれる１つ以
上の所望信号の搬送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心周波数を検出する中心
周波数検出手段と、前記中心周波数検出手段によって検出された前記中心周波数と同一の
周波数を有する無変調信号の時間的に連続した第１の周波数特性を基準信号として１つ以
上生成する基準信号生成手段と、前記基準信号生成手段によって前記基準信号を生成する
際に利用した解析方法と同一の解析方法を用いて前記受信信号から時間的に連続した第２
の周波数特性を解析し、前記第２の周波数特性の各時点における前記中心周波数上の前記
受信信号の電力成分および位相成分の一方もしくは両方と、前記基準信号生成手段によっ
て生成された前記基準信号の時間的に連続した前記第１の周波数特性とを利用して、１つ
以上の前記中心周波数に対して互いに独立した電力成分および位相成分の一方もしくは両
方を算出し、算出された前記電力成分および前記位相成分の一方もしくは両方を１つ以上
の所望信号の特徴量として抽出する特徴量抽出手段と、前記基準信号生成手段によって生
成された前記基準信号としての前記第１の周波数特性の各時点における、前記中心周波数
上の前記基準信号の電力成分および位相成分の一方もしくは両方が、前記特徴量抽出手段
によって抽出された前記特徴量と一致するように、該基準信号の時間的に連続した前記第
１の周波数特性を制御することで、前記第１の周波数特性を前記所望信号に応じた少なく
とも１つの復元信号として、前記所望信号を復元する所望信号復元手段を具備し、異なる
複数の無線システムの信号を１つ以上含んだ受信信号から１つ以上の所望信号を復元する
ことを特徴とする。
【００１３】
　上記発明において、基準信号生成手段は、前記中心周波数と同一の周波数の無変調信号
の位相をシフトさせて複数の基準信号を生成し、前記所望信号復元手段は、各時点におけ
る前記中心周波数上の前記基準信号の電力成分及び位相成分の一方もしくは両方が、前記
特徴量抽出手段によって抽出された前記特徴量と一致するように、前記基準信号の時間的
に連続した前記第１の周波数特性を制御する際に、各時点において前記複数の基準信号の
中から前記特徴量の位相成分と最も相関の高い位相成分を持つ前記基準信号を選択し、選
択された前記基準信号の電力成分を制御することを特徴とする。
【００１４】
　本発明は、受信信号から１つ以上の所望信号を復元するベースバンド信号の処理方法で
あって、前記受信信号の受信周波数特性を解析し、前記受信信号に含まれる１つ以上の前
記所望信号の搬送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心周波数を検出するステッ
プと、前記検出した前記中心周波数と同一の周波数を有する無変調信号の時間的に連続し
た第１の周波数特性を基準信号として１つ以上生成するステップと、前記基準信号を生成
した同一の解析方法を用いて前記受信信号から時間的に連続した第２の周波数特性を解析
するステップと、前記第２の周波数特性の各時点における前記中心周波数上の前記受信信
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号の電力成分および位相成分の一方もしくは両方を前記所望信号の特徴量として抽出する
ステップと、前記第１の周波数特性の各時点における、前記中心周波数上の前記基準信号
の電力成分および位相成分の一方もしくは両方が、前記特徴量と一致するように、該基準
信号の時間的に連続した前記第１の周波数特性を制御することで、前記第１の周波数特性
を前記所望信号に応じた少なくとも１つの復元信号として、前記所望信号を復元するステ
ップとを含むことを特徴とする。
【００１５】
　本発明は、受信信号から１つ以上の所望信号を復元するベースバンド信号の処理方法で
あって、前記受信信号の周波数特性を解析し、前記受信信号に含まれる１つ以上の前記所
望信号の搬送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心周波数を検出するステップと
、前記検出した前記中心周波数と同一の周波数を有する無変調信号の時間的に連続した第
１の周波数特性を基準信号として１つ以上生成するステップと、前記基準信号を生成した
同一の解析方法を用いて前記受信信号から時間的に連続した第２の周波数特性を解析する
ステップと、前記第２の周波数特性の各時点における前記中心周波数上の前記受信信号の
電力成分、及び位相成分の一方もしくは両方と、前記基準信号の時間的に連続した前記第
１の周波数特性とを利用して、１つ以上の前記中心周波数に対して互いに独立した電力成
分および位相成分の一方もしくは両方を算出し、算出された前記電力成分および前記位相
成分の一方もしくは両方を１つ以上の所望信号の特徴量として抽出するステップと、前記
第１の周波数特性の各時点における前記中心周波数上の前記基準信号の電力成分および位
相成分の一方もしくは両方が、前記特徴量と一致するように、前記基準信号の時間的に連
続した前記第１の周波数特性を制御することで、前記第１の周波数特性を前記所望信号に
応じた少なくとも１つの復元信号として、前記所望信号を復元するステップとを含むこと
を特徴とするベースバンド信号の処理方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、受信信号の時間的に連続した周波数特性と、所望信号の中心周波数に
基づき生成された、雑音や干渉が重畳されていない基準信号とを利用して、所望信号を復
元することにより、所望信号の雑音や干渉を除去し、受信特性を向上することができる。
また、本発明によれば、受信信号から所望信号を抽出する際に、ＢＰＦを必要とせず、所
望信号の占有帯域幅に依存しない信号処理により所望信号を抽出することができ、様々な
無線システムの所望信号に対して柔軟に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態におけるベースバンド信号処理部の動作を説明するため
のフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施形態におけるベースバンド信号処理部の動作を説明するため
の信号の状態を示す図である。
【図４】本発明の第２の実施形態の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第２の実施形態のベースバンド信号処理部の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図６】本発明の第２の実施形態の信号分離の動作を説明するための信号の状態を示す図
である。
【図７】本発明の第２の実施形態の信号分離の算出方法を説明するための各信号の周波数
特性の関係を示す図である。
【図８】本発明の実施形態の効果を説明するための特性図である。
【図９】従来例を説明するためのプロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
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［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態による受信装置の構成を示すブロック図である。図１に
示す通り、第１の実施形態に係る受信装置は、アンテナ１００と、ＲＦ部１０１と、ＡＤ
変換部１０２と、ベースバンド信号処理部２００を備えている。
【００１９】
　ベースバンド信号処理部２００は、中心周波数検出部２０１、基準信号生成部２０２、
特徴量抽出部２０３、所望信号復元部２０４、復調部２０５を備えている。
【００２０】
　ＲＦ部１０１は、アンテナ１００により受信したＲＦ信号をベースバンド信号に変換し
、ＡＤ変換部１０２に出力する。ＡＤ変換部１０２は、入力されたベースバンド信号をア
ナログ信号からデジタル信号に変換し、変換したデジタル信号をベースバンド信号処理部
２００の中心周波数検出部２０１と特徴量抽出部２０３に受信信号として出力する。
【００２１】
　中心周波数検出部２０１は、ＡＤ変換部１０２より入力された受信信号の周波数特性（
受信周波数特性）についてフーリエ変換を用いて解析し、その解析結果から閾値判定を行
い、例えば、所望信号の搬送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心周波数を検出
する。検出された中心周波数は、基準信号生成部２０２と特徴量抽出部２０３に出力され
る。なお、閾値判定とは、図３を用いて後述する通り、例えば、中心周波数検出部２０１
によって、所定の閾値Ｔｈより高い電力成分に対応する周波数が抽出され、抽出された周
波数が中心周波数と判定されることをいう。本実施の形態に係る中心周波数検出部２０１
は、例えば図３では、電力成分が所定の閾値Ｔｈ以上となる２つの中心周波数ｆｌ、ｆ２

を検出する。
【００２２】
　基準信号生成部２０２は、中心周波数検出部２０１より入力された所望信号の中心周波
数ｆｌ、ｆ２と同一の周波数を有する無変調信号から、例えば、短時間フーリエ変換、ウ
ェーブレット変換、ウィグナー分布、一般化調和解析のいずれかを用いて抽出される時間
的に連続した周波数特性（第１の周波数特性）を生成し、基準信号として所望信号復元部
２０４に出力する。
【００２３】
　特徴量抽出部２０３は、ＡＤ変換部１０２より入力された受信信号の時間的に連続した
周波数特性について、基準信号生成部２０２と同一の解析方法を用いて解析し、その解析
結果から中心周波数検出部２０１より入力された所望信号の中心周波数ｆｌ、ｆ２上の電
力成分と位相成分の一方もしくは両方を所望信号の特徴量として抽出し、所望信号復元部
２０４に出力する。例えば、特徴量抽出部２０３は、受信信号の時間的に連続した周波数
特性（第２の周波数特性）を生成する。また、特徴量抽出部２０３は、第２の周波数特性
の各時点において、受信信号に基づき中心周波数検出部２０１によって検出された中心周
波数に対応する電力成分および位相成分のうち少なくとも一方を所望信号の特徴量として
抽出し、所望信号復元部２０４に出力する。
【００２４】
　また、基準信号生成部２０２と特徴量抽出部２０３で利用した解析方法は、中心周波数
検出部２０１においても所望信号の中心周波数の検出のために受信信号を解析する方法と
して併用することができる。この場合、中心周波数検出部２０１における解析結果を特徴
量抽出部２０３で利用することで、特徴量抽出部２０３における受信信号の解析を省略す
ることができる。
【００２５】
　所望信号復元部２０４は、基準信号生成部２０２より入力された基準信号の中心周波数
上の電力成分と位相成分の一方もしくは両方が、特徴量抽出部２０３より入力された所望
信号の特徴量と一致するように基準信号の電力成分と位相成分の一方もしくは両方を制御
する。例えば、所望信号復元部２０４は、基準信号生成部２０２によって生成された第１
の周波数特性の各時点において、中心周波数検出部２０１によって検出された中心周波数
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ｆｌ、ｆ２に対応する電力成分および位相成分のうち少なくとも一方を基準信号の特徴量
として抽出する。
　また、所望信号復元部２０４は、抽出した基準信号の特徴量を特徴量抽出部２０３によ
って抽出された所望信号の特徴量に一致させた所望信号の復元信号を生成する。
【００２６】
　なお、所望信号復元部２０４は、電力成分の制御において、各時点における受信信号か
ら抽出した所望信号の中心周波数上の電力成分と基準信号の中心周波数上の電力成分の比
を、それぞれの時点の基準信号の周波数特性全体に掛け合わせることで復元信号を生成す
る。例えば、所望信号復元部２０４は、生成した基準信号の特徴量が電力成分を含んでい
る場合、第２の周波数特性の各時点から特徴量抽出部２０３によって所望信号の特徴量と
して抽出される電力成分と、第１の周波数特性の各時点から所望信号復元部２０４によっ
て基準信号の特徴量として抽出される電力成分の比を、時間的に連続する周波数特性のそ
れぞれの時点の基準信号の第１の周波数特性全体に掛け合わせることで行われる。
【００２７】
　また、所望信号復元部２０４は、位相成分の制御において、各時点における受信信号か
ら抽出した所望信号の中心周波数上の位相成分と基準信号の中心周波数上の位相成分の差
分だけ、それぞれの時点の基準信号の周波数特性全体を回転させることで復元信号を生成
する。例えば、所望信号復元部２０４は、生成した基準信号の特徴量が位相成分を含んで
いる場合、第２の周波数特性の各時点から特徴量抽出部２０３によって所望信号の特徴量
として抽出される位相成分と、第１の周波数特性の各時点から所望信号復元部２０４によ
って基準信号の特徴量として抽出される位相成分の差分だけ、時間的に連続する周波数特
性のそれぞれの時点の基準信号の周波数特性（第１の周波数特性）全体を回転させる。
【００２８】
　このように、所望信号復元部２０４は、特徴量抽出部２０３によって所望信号の特徴量
として抽出された電力成分や位相成分に基づき、基準信号生成部２０２によって生成され
た基準信号としての第１の周波数特性の各時点における周波数特性の電力成分や位相成分
を制御する。このため、所望信号と同じ中心周波数を有する復元信号を生成することがで
きる。
　一方、所望信号復元部２０４は、中心周波数以外の帯域の基準信号の周波数特性も、中
心周波数上の特徴量に基づいて制御することで、所望信号の復元信号を生成することがで
きる。このため、中心周波数以外の帯域に重畳する雑音を除去することができる。
　さらに、所望信号復元部２０４は、基準信号生成部２０２や特徴量抽出部２０３で利用
した解析方法に基づき、復元信号を時間的に連続させた周波数特性を時間信号に変換し、
所望信号として復調部２０５に出力する。
【００２９】
　復調部２０５は、所望信号復元部２０４から入力された所望信号に対し、同期検波ある
いは非同期検波、及び変調方式の推定を行い、推定された変調方式に従って復調処理を行
う。
【００３０】
　図２は、第１実施形態のベースバンド信号処理部２００の処理フローを示し、図３は、
各処理において得られる信号の状態を示している。なお、上述の通り、中心周波数検出部
２０１は、２つの中心周波数ｆｌ、ｆ２を検出し、受信信号には、２値ＦＳＫ（Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調がなされた所望信号が含まれる例について
以下説明する。
【００３１】
　ＡＤ変換部１０２からデジタル信号である受信信号（図３の受信信号１１００）が出力
されると、ベースバンド信号処理部２００の中心周波数検出部２０１と特徴量検出部２０
３に入力される（ステップＳ１）。受信信号が入力されると、中心周波数検出部２０１は
、入力した受信信号（図３の受信信号１１００）の周波数特性を解析し、解析結果として
受信信号の例えばスペクトル（図３のスペクトル１１０１）を得る（ステップＳ２）。中
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心周波数検出部２０１は、ステップＳ２の解析結果である受信信号のスペクトル（図３の
スペクトル１１０１）を閾値Ｔｈにより閾値判定することで、所望信号の中心周波数ｆｌ

、ｆ２を検出する（ステップＳ３）。例えば、中心周波数検出部２０１は、スペクトル１
１０１において、所定の閾値Ｔｈより高い電力成分に対応する周波数を中心周波数ｆｌ、
ｆ２として検出する。
【００３２】
　特徴量抽出部２０３は、受信信号の時間的に連続した周波数特性を解析し、受信信号の
時間的に連続した周波数特性（図３の周波数特性１１０２）を得る（ステップＳ４）。特
徴量抽出部２０３は、ステップＳ３において中心周波数検出部２０１によって検出された
所望信号の中心周波数ｆｌ、ｆ２が入力され、受信信号に基づく時間的に連続した周波数
特性（図３の周波数特性１１０２）から、所望信号の中心周波数ｆｌ、ｆ２上の電力成分
及び位相成分の一方あるいは両方を所望信号の特徴量として抽出する（ステップＳ５）。
ここでは、特徴量抽出部２０３によって、所望信号の中心周波数ｆｌ、ｆ２上の電力成分
が、所望信号の特徴量として抽出された例を説明する。
【００３３】
　一方、基準信号生成部２０２は、ステップＳ３において中心周波数検出部２０３によっ
て検出された所望信号の中心周波数ｆｌ、ｆ２が入力されると、この中心周波数ｆｌ、ｆ

２と同じ周波数の無変調信号１１０３の時間的に連続した周波数特性を、基準信号（図３
の基準信号１１０４）として生成する（ステップＳ６）。なお、基準信号生成部２０２は
、無変調信号に対して窓関数を掛けた後に短時間フーリエ変換を行うことができる。これ
により、基準信号生成部２０２は、中心周波数しか有さない無変調信号であっても、図３
に示すように、側波帯を有する周波数領域の信号１１０４を生成することができる。
【００３４】
　所望信号復元部２０４は、ステップＳ５において特徴量抽出部２０３によって抽出され
た所望信号の特徴量を利用し、ステップＳ６において基準信号生成部２０２によって生成
された基準信号（図３の基準信号１１０４）の電力位相あるいは位相成分の少なくとも１
方の制御を行う（ステップＳ７）。例えば、所望信号復元部２０４は、基準信号生成部２
０２によって生成された周波数特性１１０４の各時点において、受信信号に基づき中心周
波数検出部２０１によって検出された中心周波数ｆｌ、ｆ２に対応する電力成分と位相成
分を基準信号の特徴量として抽出し、前記所望信号の特徴量と一致するように周波数特性
１１０４を制御する。
　所望信号復元部２０４は、ステップＳ７で制御された、電力・位相成分制御後の基準信
号の周波数特性（図３の周波数特性１１０５）を利用し、所望信号（図３の信号１１０６
）の復元を行う（ステップＳ８）。例えば、所望信号復元部２０４は、抽出した基準信号
の中心周波数に対応する電力成分と、特徴量抽出部２０３によって抽出された所望信号の
特徴量である電力成分の比を、時間的に連続する周波数特性の各時点に応じて、それぞれ
の時点の基準信号の周波数特性全体に掛け合わせることで、所望信号の復元信号を生成す
る。これにより、例えば、中心周波数検出部２０１によって中心周波数ｆｌ、ｆ２が検出
される際に、閾値判定によって、電力成分が閾値Ｔｈ以上となっている中心周波数ｆｌ、
ｆ２の電力成分を、所望信号の電力成分とすることができ、かつ、中心周波数ｆｌ、ｆ２

以外の帯域の基準信号の周波数特性も制御することで、所望信号の復元信号を生成するこ
とができるため、中心周波数以外の帯域に重畳する雑音を除去することができる。
【００３５】
　復調部２０５は、ステップＳ８で復元した所望信号の復元信号（図３の信号１１０６）
の復調を行う（ステップＳ９）。
　このように、特徴量抽出部２０３によって生成される受信信号の時間的に連続した周波
数特性と、基準信号生成部２０２によって生成される所望信号の中心周波数に基づき生成
された、雑音や干渉が重畳されていない基準信号とを利用して、所望信号復元部２０４が
、所望信号を復元することにより、所望信号の雑音や干渉を除去し、受信特性を向上する
ことができる。よって、受信信号から所望信号を抽出する際に、ＢＰＦが不要であり、所
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望信号の占有帯域幅に依存しない信号処理により所望信号を抽出することができ、様々な
無線システムの所望信号に対して柔軟に対応することができる。
【００３６】
［第２の実施形態］
　図４は、本発明の第２実施形態による受信装置の構成を示すブロック図である。図４に
おいて、本発明の第２の実施形態の受信装置は、アンテナ５００と、ＲＦ部５０１と、Ａ
Ｄ変換部５０２と、ベースバンド信号処理部６００を備えている。
【００３７】
　ベースバンド信号処理部６００は、中心周波数検出部６１１、基準信号生成部６１２、
特徴量抽出部６１３、所望信号復元部６１４、復調部６０５を備えている。
【００３８】
　アンテナ５００、ＲＦ部５０１、ＡＤ変換部５０２は、第１の実施形態における、アン
テナ１００、ＲＦ部１０１、ＡＤ変換部１０２と同様であり、その説明を省略する。この
第２の実施形態では、中心周波数検出部６１１、基準信号生成部６１２、特徴量抽出部６
１３、所望信号復元部６１４が、第１の実施形態の中心周波数検出部２０１、基準信号生
成部２０２、特徴量抽出部２０３、所望信号復元部２０４と異なっている。
【００３９】
　中心周波数検出部６１１は、ＡＤ変換部５０２より入力された受信信号の周波数特性に
ついてフーリエ変換を用いて解析し、その解析結果から閾値判定を行い、例えば、所望信
号の搬送波及び副搬送波の周波数である１つ以上の中心周波数ｆ３、ｆ４を検出する。ま
た、中心周波数検出部６１１は、検出した中心周波数ｆ３、ｆ４を、基準信号生成部６１
２に出力する。
【００４０】
　基準信号生成部６１２は、中心周波数検出部６１１から出力される所望信号の中心周波
数ｆ３、ｆ４と同一の周波数を有する無変調信号から、例えば、短時間フーリエ変換、ウ
ェーブレット変換、ウィグナー分布、一般化調和解析のいずれかを用いて抽出される時間
的に連続した第１の周波数特性を生成し、基準信号として特徴量抽出部６１３と所望信号
復元部６１４に出力する。ここで、基準信号生成部６１２は、所望信号ごとに基準信号を
生成し、例えば、複数の所望信号を含む受信信号が入力される場合、各所望信号はそれぞ
れ異なる少なくとも1つの中心周波数を備えるものであってもよい。
　また、基準信号生成部６１２は、中心周波数検出部６１１によって検出された中心周波
数ｆ３、ｆ４を、生成した基準信号と合わせて特徴量抽出部６１３に出力する。
【００４１】
　特徴量抽出部６１３は、ＡＤ変換部５０２より入力された受信信号の時間的に連続した
周波数特性（図６に示す周波数特性２１００）について、基準信号生成部６１２と同一の
解析方法を用いて解析し、その解析結果から基準信号生成部６１２より入力された所望信
号の中心周波数ｆ３、ｆ４上の電力成分と位相成分の一方もしくは両方を所望信号の特徴
量として抽出する。例えば、特徴量抽出部６１３は、受信信号の時間的に連続した第２の
周波数特性（図６に示す周波数特性２１００）を生成する。また、特徴量抽出部６１３は
、周波数特性２１００の各時点において、受信信号に基づき中心周波数検出部６１１によ
って検出された中心周波数ｆ３、ｆ４のそれぞれ対応する電力成分（図７に示す電力成分
ａ、ｂ）を、所望信号の特徴量として抽出する。
　さらに、特徴量抽出部６１３は、抽出した各所望信号の特徴量（図７に示す電力成分ａ
、ｂ）と、基準信号生成部６１２から入力された基準信号（第１の周波数特性）を用いて
、各所望信号に対し、互いに独立した特徴量を算出し、その独立した特徴量を、所望信号
復元部６１４に出力する。詳細については、図７を用いて後述する。
【００４２】
　また、基準信号生成部６１２と特徴量抽出部６１３で利用した解析方法は、中心周波数
検出部６１１においても所望信号の中心周波数の検出のために受信信号を解析する方法と
して併用することができる。この場合、中心周波数検出部６１１における解析結果を特徴
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量抽出部６１３で利用することで、特徴量抽出部６１３における受信信号の解析を省略す
ることができる。
【００４３】
　所望信号復元部６１４は、基準信号生成部６１２より入力された基準信号の中心周波数
上の電力成分と位相成分の一方もしくは両方が、特徴量抽出部６１３より入力された独立
した各所望信号の特徴量と一致するように基準信号の電力成分と位相成分の一方もしくは
両方を制御する。詳細については、図７を用いて後述する。
【００４４】
　また、所望信号復元部６１４は、電力成分の制御において、各時点における受信信号か
ら抽出した所望信号の中心周波数上の電力成分と基準信号の中心周波数上の電力成分の比
を、それぞれの時点の基準信号の周波数特性全体に掛け合わせることで復元信号を生成す
る。
【００４５】
　さらに、所望信号復元部６１４は、位相成分の制御において、各時点における受信信号
から抽出した所望信号の中心周波数上の位相成分と基準信号の中心周波数上の位相成分の
差の分だけ、それぞれの時点の基準信号の周波数特性全体を回転させることで復元信号を
生成する。
【００４６】
　このように特徴量抽出部６１３より入力された独立した各所望信号の特徴量に基づいて
各時点における周波数特性の電力成分と位相成分を制御した基準信号により、各所望信号
を個別に復元し、隣接した中心周波数を利用する所望信号を分離する。この復元された所
望信号を基準信号生成部６１２と特徴量抽出部６１３で利用した解析方法に基づいて、時
間的に連続した周波数特性から時間信号に変換し、復調部６０５に出力する。
【００４７】
　図５、図６を参照し、第２実施形態における信号分離動作について説明する。図５は、
第２実施形態のベースバンド信号処理部６００の処理フローを示しており、図６は、第２
実施形態の信号分離処理における信号の状態の例を示している。
【００４８】
　ＡＤ変換部５０２からデジタル信号である受信信号が出力されると、ベースバンド信号
処理部６００の中心周波数検出部６１１と特徴量抽出部６１３に入力される（ステップＳ
１０１）。受信信号が入力されると、中心周波数検出部６１１は、入力した受信信号の周
波数特性を解析し、解析結果として受信信号の例えばスペクトルを生成する（ステップＳ
１０２）。中心周波数検出部６１１は、ステップＳ１０２の解析結果である受信信号のス
ペクトルを閾値Ｔｈにより閾値判定することで、所望信号の中心周波数ｆ３、ｆ４を検出
する（ステップＳ１０３）。
【００４９】
　特徴量抽出部６１３は、受信信号の時間的に連続した周波数特性を解析し、受信信号の
時間的に連続した周波数特性（図６の周波数特性２１００）を生成する（ステップＳ１０
４）。特徴量抽出部６１３は、ステップＳ１０３において中心周波数検出部６１１によっ
て検出された所望信号の中心周波数ｆ３、ｆ４が入力され、ステップＳ１０４において生
成した受信信号の時間的に連続した周波数特性から、所望信号の中心周波数ｆ３、ｆ４上
の電力成分及び位相成分の一方あるいは両方を所望信号の特徴量として抽出する（ステッ
プＳ１０５）。
【００５０】
　一方、基準信号生成部６１２は、ステップＳ１０３において中心周波数検出部２０３に
よって検出された所望信号の中心周波数ｆ３、ｆ４が入力されると、この中心周波数ｆ３

、ｆ４と同じ周波数を有する無変調信号の時間的に連続した周波数特性を基準信号として
生成する（ステップＳ１０６）。なお、基準信号生成部６１２では、無変調信号に対して
窓関数を掛けた後に短時間フーリエ変換を行うため、本来は中心周波数しか有さない無変
調信号であっても、側波帯を有する周波数領域の基準信号１１０４を得ることができる。



(12) JP 5020275 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

上述の動作は、第１の実施形態と同様である。
【００５１】
　特徴量抽出部６１３は、ステップＳ１０４において生成した受信信号の時間的に連続し
た周波数特性（図６の周波数特性２１００）に基づき、ステップＳ１０５において抽出し
た各所望信号の中心周波数ｆ３、ｆ４上の特徴量（電力成分及び位相成分の一方あるいは
両方）と、ステップＳ１０６において基準信号生成部６１２によって生成された各所望信
号の中心周波数ｆ３、ｆ４と同一の周波数の無変調信号の時間的に連続した周波数特性で
ある基準信号を利用し、互いに独立した各所望信号の中心周波数ｆ３、ｆ４上の電力成分
及び位相成分の一方あるいは両方を算出する（ステップＳ１０７）。なお、詳細について
は図７を用いて後述する。
【００５２】
　ステップＳ１０７において特徴量抽出部６１３によって算出された独立した所望信号の
中心周波数ｆ３、ｆ４上の電力成分および位相成分の一方あるいは両方を用いて、各時点
における基準信号の電力成分および位相成分の一方あるいは両方を制御することで、基準
信号の周波数特性（図６の周波数特性２１０１）を生成される（ステップＳ１０８）。
【００５３】
　所望信号復元部６１４は、ステップＳ１０８において生成された各時点の基準信号の周
波数特性（図６の周波数特性２１０１）を利用し、それぞれの所望信号を復元することに
より、分離した隣接する中心周波数ｆ３、ｆ４を利用する所望信号（図６の所望信号２１
０２）を得る（ステップＳ１０９）。復調部６０５は、ステップＳ１０９において所望信
号復元部６１４によって復元された所望信号の復元信号（図３の信号１１０６）の復調を
行う（ステップＳ１１０）。
　このように、特徴量抽出部６１３によって生成される受信信号の時間的に連続した周波
数特性と、基準信号生成部６１２によって生成される所望信号の中心周波数に基づき生成
された、雑音や干渉が重畳されていない基準信号とを利用して、所望信号復元部６１４が
、所望信号を復元することにより、所望信号の雑音や干渉を除去し、受信特性を向上する
ことができる。よって、受信信号から所望信号を抽出する際に、ＢＰＦが不要であり、所
望信号の占有帯域幅に依存しない信号処理により所望信号を抽出することができ、様々な
無線システムの所望信号に対して柔軟に対応することができる。
　また、本発明によれば、隣接周波数を利用する複数の所望信号を分離することできる。
【００５４】
　次に図７を参照し、ステップＳ１０７の算出方法を説明する。図７は、図６の受信信号
の時間的に連続した周波数特性２１００の時刻τにおける受信信号及び基準信号の周波数
特性の関係を示しており、図７では電力成分のみを示している。
　図７に示すａ，ｂの値は、所望信号の中心周波数ｆ３，ｆ４上の受信信号の電力成分で
ある。独立した所望信号の中心周波数ｆ３，ｆ４上の電力成分が、それぞれＡ，Ｂの値を
とると仮定した場合、ａの値は、中心周波数ｆ３の基準信号の周波数特性ＳＳ３の周波数
ｆ３における周波数特性、中心周波数ｆ４の基準信号の周波数特性ＳＳ４の周波数ｆ３に
おける周波数特性、および周波数ｆ３において重畳する雑音の和の電力成分となる。また
、ｂの値は、中心周波数ｆ４の基準信号の周波数特性ＳＳ４の周波数ｆ４における周波数
特性、中心周波数ｆ３の基準信号の周波数特性ＳＳ３の周波数ｆ４における周波数特性、
および周波数ｆ４において重畳する雑音の和の電力成分となる。この仮定したＡ，Ｂの値
を、中心周波数ｆ３，ｆ４の特徴量として特徴量抽出部６１３によって抽出されたａ，ｂ
の値及び基準信号の周波数特性ＳＳ３、ＳＳ４を利用して算出することにより、独立した
所望信号の電力成分が得られる。
【００５５】
　例えば、第１の所望信号の中心周波数ｆ３と、第２の所望信号の中心周波数ｆ４が検出
されている場合、特徴量抽出部６１３は、第１、第２の所望信号の中心周波数ｆ３，ｆ４

に基づき、それぞれの特徴量として、電力成分ａ、ｂを抽出すると、この電力成分ａ、ｂ
と基準信号の周波数特性ＳＳ３、ＳＳ４を用いて、仮定したＡ，Ｂの値を算出し、所望信
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　所望信号復元部６１４は、特徴量抽出部６１３より入力された電力成分Ａ、Ｂに基づい
て、基準信号の周波数特性ＳＳ３、ＳＳ４の電力成分を制御する。
【００５６】
　次に、特徴量抽出部６１３によって算出される独立した各所望信号の特徴量（電力成分
および位相成分）の計算例について説明する。
　特徴量抽出部６１３によって、時間的に連続した周波数特性（例えば、図６の周波数特
性２１００）を抽出するための解析方法として短時間フーリエ変換を利用した場合、時刻
τにおける隣接する周波数ｆｋ（ｋ＝１，・・・，Ｋ）を利用するＫ個の所望信号の中心
周波数上の独立した電力成分及び位相成分の計算例を以下に示す。
【００５７】
　中心周波数ｆｋの無変調信号を式（１）のｇｋ（ｔ）に示す。例えば、基準信号生成部
６１２は、この式（１）に従って、中心周波数検出部６１１によって検出される中心周波
数と同一の周波数を有する無変調信号ｇｋ（ｔ）を算出する。
【００５８】
【数１】

【００５９】
　なお、本実施の形態において、ベースバンド信号処理部６００に入力される受信信号ｙ
（ｔ）は、式（２）において表されるように、時刻ｔにおける無変調信号ｇｋ（ｔ）が電
力成分Ａｋ（ｔ）および位相成分Φｋ（ｔ）によって変調された変調信号と、雑音ｎ（ｔ
）の和であると仮定する。
【００６０】

【数２】

【００６１】
　また、特徴量抽出部６１３において解析される解析方法として、短時間フーリエ変換が
利用されて時間的に連続した周波数特性は、式（３）に示すＹ（ω，τ）で表される。
　式（３）に示す通り、時間的に連続した周波数特性は、受信信号ｙ（ｔ）に窓関数ｗ（
ｔ－τ）を乗算したものに対してフーリエ変換を行うことにより算出される。
【００６２】

【数３】

【００６３】
　なお、一定の電力成分Ａｋおよび位相成分Φｋを含む変調信号を短時間フーリエ変換し
た場合の時刻τにおける周波数特性は、式（４）のＧｋ（ω，τ）で表される。
【００６４】
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【数４】

【００６５】
　これら式（１）～（４）を前提として、中心周波数が１つのとき（Ｋ＝１）と、中心周
波数が少なくとも２以上のとき（Ｋ≠１）に場合分けして、所望信号復元部６１４によっ
て生成される独立した各所望信号の特徴量（電力成分および位相成分）の算出について説
明する。
　Ｋ＝１のとき、例えば、特徴量抽出部６１３によって抽出された所望信号の中心周波数
ｆ３あるいはｆ４上の電力成分および位相成分は、式（５）で表される。
【００６６】

【数５】

【００６７】
　式（５）に示す電力成分および位相成分は、式（６）に示す通り、所望信号ごとの中心
周波数ｆ３あるいはｆ４上の電力成分と位相成分と近似する。
【００６８】

【数６】

【００６９】
　よって、特徴量抽出部６１３は、Ｋ＝１の場合、式（６）に従って、所望信号の中心周
波数ｆ３あるいはｆ４上の電力成分および位相成分を算出できる。
【００７０】
　また、Ｋ≠１のとき、例えば、特徴量抽出部６１３によって抽出された各所望信号の中
心周波数ｆ３、ｆ４上の電力成分および位相成分は、式（７）で表される。
【００７１】
【数７】

【００７２】
　式（７）に示す電力成分および位相成分は、式（８）に示す通り、各所望信号の中心周
波数ｆ３、ｆ４上のある一定の電力成分Ａｋと位相成分Φｋをもつ変調信号の周波数特性
の和と近似する。　
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【００７３】
【数８】

【００７４】
　よって、特徴量抽出部６１３は、Ｋ≠１の場合、式（９）に従って、式（８）を変換し
、独立した各所望信号の中心周波数ｆ３、ｆ４上の電力成分と位相成分の連立方程式を解
くことで、独立した各所望信号の中心周波数上の電力成分と位相成分を算出することがで
きる。
【００７５】

【数９】

【００７６】
　なお、上式において、各変数は、以下を意味するものとする。
【００７７】

【数１０】
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【００７８】
［第３の実施形態］
　図１の第１実施形態の基準信号生成部２０２における基準信号の生成の仕方、及び、所
望信号復元部２０４における基準信号の位相成分の制御は、以下のように構成しても良い
。
【００７９】
　基準信号生成部２０２は、基準信号を生成する際に、１つの所望信号の中心周波数に対
して位相をシフトさせた複数の基準信号を生成し、生成した複数の基準信号を所望信号復
元部２０４に出力する。所望信号復元部２０４は、特徴量抽出部２０３より入力された所
望信号の位相成分と一致するように基準信号生成部２０２から入力された基準信号の各時
点における周波数特性の位相成分を制御する際に、各時点における所望信号の中心周波数
上の位相成分と最も相関の高い位相成分を持つ基準信号を選択して利用することにより位
相成分の制御を行う。
【００８０】
［実施形態の効果］
　次に、本発明の実施形態の効果について説明する。図８は、第１実施形態においてＯＯ
Ｋ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調を利用した無線システムの信号が受信した場合の
ＳＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）とＢＥＲ（Ｂｉｔ　Ｅｒｒｏｒ
　Ｒａｔｅ）特性の関係である。また、以下の表にシミュレーション条件を示す。
【表１】

【００８１】
　図８において、（Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ　ｍｅｔｈｏｄ　ｗ／ｏ　ＢＰＦ）が、Ｂ
ＰＦによる帯域制限を行わない場合のシミュレーション結果を示しており、ＢＥＲ特性は
理論値と一致していることが分かる。（Ｐｒｏｐｏｓｅｄ　ｍｅｔｈｏｄ）は、本発明を
利用した場合のシミュレーション結果であり、ＢＰＦによる帯域制限は行っていない。
【００８２】
　ＢＰＦによる帯域制限を行わない場合、本発明により、ＢＥＲ特性が改善できることが
分かる。また、（Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ　ｍｅｔｈｏｄ　ｗ／　ＢＰＦ）は、所望信
号の占有帯域幅で帯域制限できるＢＰＦを利用した際のシミュレーション結果である。本
発明は、このＢＰＦを利用した際のシミュレーション結果に比べ，ＢＥＲ特性を改善でき
ていることが分かる。図８に示されるように、本発明がＢＰＦでは除去できない通過帯域
内の雑音を除去できる効果がある。
【００８３】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない
範囲内で様々な変形や応用が可能である。
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【符号の説明】
【００８４】
１００　アンテナ
１０１　ＲＦ部
１０２　ＡＤ変換部
２００　ベースバンド信号処理部
２０１　中心周波数検出部
２０２　基準信号生成部
２０３　特徴量抽出部
２０４　所望信号復元部
２０５　復調部
５００　アンテナ
５０１　ＲＦ部
５０２　ＡＤ変換部
６００　ベースバンド信号処理部
６０５　復調部
６１１　中心周波数検出部
６１２　基準信号生成部
６１３　特徴量抽出部
６１４　所望信号復元部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】

【図９】
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